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○御殿場市水道給水規程 

平成１０年４月１日 

水道事業管理規程第１１号 

御殿場市水道給水規程（平成２年御殿場市水道事業管理規程第１号）の全部を改正する。 

目次 

第１章 総則（第１条及び第２条） 

第２章 給水装置工事及び費用（第３条―第１０条） 

第３章 給水（第１１条―第１７条） 

第４章 料金、加入金、手数料及び工事負担金（第１８条―第２２条） 

第５章 管理（第２３条―第２５条） 

第６章 専用水道（第２６条―第２９条） 

第７章 貯水槽水道（第３０条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規程は、御殿場市上水道事業給水条例（平成１０年御殿場市条例第１９号）

及び御殿場市簡易水道給水条例（平成１０年御殿場市条例第２０号）の施行に関し、必

要な事項を定める。 

（定義） 

第２条 この規程において「条例」とは、御殿場市上水道事業給水条例及び御殿場市簡易

水道給水条例をいう。 

第２章 給水装置工事及び費用 

（給水装置新設等の申込み） 

第３条 条例第５条第１項に規定する給水装置の新設、改造及び修繕の申込みは、給水装

置新設等申込書（様式第１号）の提出により行うものとする。 

２ 条例第５条第１項に規定する給水装置の撤去の申込みは、給水装置撤去申込書（様式

第１号の２）の提出により行うものとする。 

（一部改正〔平成１７年水管規程２号〕） 

（同意書等の提出） 

第４条 条例第５条第２項に規定する市長が必要と認めるときは、次に掲げるときとする。 

(1) 他人の家屋又は所有地内に給水工事をしようとするとき。 

(2) 他人の給水装置から分岐しようとするとき。 

（工事完成の届出） 
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第５条 条例第７条第１項の給水装置工事が完成したときは、指定工事業者は直ちに工事

完成届（様式第２号）を市長に提出しなければならない。 

（受水槽の設置） 

第６条 条例第７条第２項の設計審査に当たり、市長は給水管の口径に比し、多量の水を

一時に使用する箇所、高層建築物、その他必要があると認めた箇所に、受水槽を設置さ

せなければならない。 

（一部改正〔平成３０年水管規程２号〕） 

（給水管及び給水用具の指定） 

第７条 条例第８条の規定により市長が指定する構造及び材質は、次の各号のいずれかに

該当するものでなければならない。 

(1) 産業標準化法（昭和２４年法律第１８５号）第３０条第１項の規定により主務大臣

が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同

法第２０条第１項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表

示を付することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該

特別な表示が付されたもの 

(2) 製品が水道法施行令（昭和３２年政令第３３６号。以下「政令」という。）第６条

に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの 

(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第６条に定める構造及び

材質基準への適合性を証明したもの 

２ 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により市長がやむを得ないと認めた

場合は、市長が指定した以外の構造及び材質の給水管及び給水用具を使用することがで

きる。 

３ 市長は、指定した構造及び材質について、地質その他の理由によりその使用が適当で

ないと認めるときは、使用の制限することができる。 

（一部改正〔平成１１年水管規程１号・３０年２号・令和元年１号〕） 

（給水管埋設の工法及び条件） 

第８条 条例第８条第２項の規定に基づく工法、その他の工事上の条件は次に掲げるもの

とする。 

(1) 給水管の埋設の深さは、別表（第８条関係）に定める埋設基準に適合しなければな

らない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。 

(2) 配水管又は道路に布設された他の給水装置の分岐部分からメーターまでの給水管

の材料は、ダクタイル鋳鉄管、耐衝撃性硬質塩化ビニール管、ライニング鋼管、水道

配水用ポリエチレン管（引張降伏強度２０４kgf／cm２以上）、水道用ポリエチレン１
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種二層管とする。 

（一部改正〔平成１１年水管規程２号・１２年５号〕） 

（工事費の算出） 

第９条 条例第９条の工事費の算出については、次に掲げるところによる。 

(1) 材料費 市長が定める単価又は市長が評価した標準単価に使用材料の数量を乗じ

て得た額 

(2) 運搬費 市長が定める単価に回数を乗じて得た額 

(3) 労力費 市長が評価した工種別の歩掛りに標準賃金を乗じて得た額 

(4) 路面復旧費 市長が定める単価に復旧すべき面積を乗じて得た額 

(5) 諸経費 前４号の規定により算出した額の合計額に１００分の２０を乗じて得た

額 

（工事費の予納） 

第１０条 条例第１０条第１項ただし書の規定により工事費の予納しないことができるも

のは、次に定めるものとする。 

(1) 官公署の申込みに係るもの 

(2) その他市長が特に認めたもの 

第３章 給水 

（給水の申込み） 

第１１条 条例第１４条に規定する給水の申込みは、水道使用（開始・休止）届（様式第

３号）により行う。 

（代理人の選定届等） 

第１２条 条例第１５条及び第１６条の規定による給水装置の所有者の代理人及び管理人

選定又は変更の届出は、代理人・管理人選定（変更）届（様式第４号）により行う。 

（メーターの設置位置等） 

第１３条 条例第１７条第１項に規定するメーターの設置は、次のいずれにも該当する位

置とする。 

(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内 

(2) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所 

(3) 衛生的で損傷のおそれがない場所 

(4) 水平に設けることができる場所 

（メーターの設置基準） 

第１４条 条例第１７条第１項に規定する給水装置にメーターを設置するときは、１建築

物に１個とする。ただし、市長が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合
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は、１建築物について２個以上のメーターを設置することができる。 

２ 同一使用者が同一敷地内に設置する２以上の建築物で水道を使用するときは、当該２

以上の建築物を１建築物とみなす。 

（受水槽以下の装置） 

第１５条 条例第１７条第３項の規定による受水槽以下の装置にメーターを設置する場合

は、受水槽以下に２戸以上設置され、各戸の水道使用者が異なり、使用水量を区分して

計量の必要があるときとする。 

２ 散水栓等で各戸が共用する部分（以下「共用部分」という。）について、当該共用部

分にメーターを設置することができる。 

３ メーターを設置する受水槽以下の装置は、次のいずれにも適合するものでなければな

らない。 

(1) 使用材料及び器具は、メーターの性能及び計量に支障のないものであること。 

(2) メーターの設置、点検及び取替作業を容易に行うことができるものであること。 

４ 受水槽以下の装置の設置者、所有者その他管理責任を有するものは、市長がメーター

の設置上必要があると認めて当該装置の図面の提出を求めたときは、これを提出しなけ

ればならない。 

５ 受水槽以下の装置についての管理責任は、当該装置の所有者又は使用者が負うものと

する。 

（水道の使用休止、変更等の届出） 

第１６条 条例第１９条各号の規定による届出は、次の各号に定めるところによる。 

(1) 水道の使用を休止するときは、水道使用（開始・休止）届（様式第３号）により行

うものとする。 

(2) 給水装置を廃止するときは給水装置（廃止・名義変更）届（様式第５号）の提出に

より行う。 

(3) メーターの口径又は用途を変更するときは、給水装置新設等申込書（様式第１号）

の提出により行うものとする。 

(4) 消防演習に水道を使用するときは、消防演習用水使用届（様式第７号）の提出によ

り行うものとする。 

(5) 水道の使用者の氏名等に変更があったときは、水道使用（名義変更等）届（様式第

６号）により行うものとする。 

(6) 給水装置所有者に変更があったときは、給水装置（廃止・名義変更）届（様式第５

号）の提出をもって行うが、新旧所有者の連署をもって届け出なければならない。た

だし、連署することができないときは、権利の取得等を証する書類を添付しなければ
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ならない。 

(7) 水道を消火に使用したときは、消防用水使用届（様式第８号）の提出をもって行う。 

（一部改正〔平成１７年水管規程２号〕） 

（給水装置及び水質検査の請求） 

第１７条 条例第２２条第１項の規定による検査請求は、給水装置・水質検査請求書（様

式第９号）の提出により行うものとする。 

第４章 料金、加入金、手数料及び工事負担金 

（料金等の納入期限） 

第１８条 条例の規定により徴収する料金等の納入期限は、定時の料金にあっては納入通

知書を発したその月の末日、その他の納入金は、別に定めのない限り納入通知書を発し

た日から１４日以内とする。 

（使用水量の計量及び通知） 

第１９条 条例第２５条の規定により使用水量を計量したときは、その都度使用水量をご

使用水量等のお知らせ（様式第１０号）により使用者に通知する。 

２ 使用水量に１立方メートル未満の端数があるときは、次の計量時に繰り越して計算す

る。 

（一部改正〔平成１４年水管規程３号〕） 

（使用水量の認定） 

第２０条 条例第２６条に規定する使用水量の認定は、次の各号のいずれかにより算定す

る。 

(1) 前年同期の使用水量 

(2) 前回計量の使用水量 

(3) 前３回の計量の平均使用水量 

２ 前項の規定により認定しがたいときは、その他の使用実績若しくは使用実態等を勘案

して算定する。 

（工事負担金） 

第２１条 条例第３１条第１項の規定により工事負担金を徴収する計画外の水道施設とは、

市の計画に含まれていない施設をいう。 

２ 計画外の水道施設の設置を希望する者は、計画外水道施設設置申請書（様式第１１号）

を市長に提出しなければならない。 

３ 市長は、前項の申請を受けたときは、内容を審査し、事業運営に支障がないと認める

ときは、工事負担金の額を決定し、計画外水道施設給水受諾通知書（様式第１２号）を

もって、申請者に通知する。 



6/39 

４ 条例第３１条第２項の規定による工事負担金の額は、工事に要する費用の全額とする。

ただし、市長がその地域の将来性を考慮し、必要な口径を定めたときは、申込者の必要

とする口径との工事費の差額を市が負担する。 

５ 前４項における工事の施行は、市が行う。ただし、市長が認めた場合は、計画外水道

施設整備に関する回答書（様式第１３号）により、申請者が施行することができる。こ

の場合、工事負担金は徴収しないが、施設は工事の完成後、市に帰属するものとする。 

（料金等の減額又は免除） 

第２２条 条例第３２条の規定による減額又は免除は、次の各号のいずれかに該当するも

ののうち市長が認めたものに対して行う。 

(1) 火災により罹災したものの料金 

(2) 不可抗力による漏水に起因する料金 

(3) その他特別の理由があると認めたもの 

２ 前項の規定により料金等の減額又は免除の申請は、水道料金・下水道使用料減免申請

書（様式第１４号）及び加入金・手数料減免申請書（様式第１５号）の提出により行う

ものとする。 

３ 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、調査のうえ、処分を決定し、その結果

を当該申請者に対し、水道料金・下水道使用料（更正・減免）決定通知書（様式第１６

号）及び加入金・手数料減免決定通知書（様式第１７号）をもって通知するものとする。 

（一部改正〔平成１４年水管規程３号〕） 

第５章 管理 

（職員の身分証明） 

第２３条 条例第３３条に規定する給水装置の検査に従事する職員は、その身分を示す証

明書を携帯しなければならない。 

（措置命令） 

第２４条 条例第３３条の規定による措置の指示は、給水装置の管理義務違反に関する指

示書（様式第１８号）により行うものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。 

（給水の停止） 

第２５条 市長は、条例第３５条第１号の規定により給水を停止しようとするときはあら

かじめその旨を水道使用者等に、給水を停止したときは給水停止処分書（様式第２０号）

により水道使用者等に、それぞれ通知する。 

（全部改正〔平成２８年水管規程４号〕） 

第６章 専用水道 

（追加〔平成２４年水管規程５号〕） 
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（確認の申請） 

第２６条 条例第４３条第１項の規定による申請は、御殿場市専用水道確認申請書（様式

第２１号）に、工事設計書その他次の各号に掲げる書類、図面及び地図を添えて、その

工事に着手する日の３０日前までに行うものとする。 

(1) 水の供給を受ける者の数を記載した書類 

(2) 水の供給が行われる地域を記載した書類及び図面 

(3) 水道施設の位置を明らかにする地図 

(4) 水源及び浄水場の周辺の概況を明らかにする地図 

(5) 主要な水道施設（次号に掲げるものを除く。）の構造を明らかにする平面図、立面

図、断面図及び構造図 

(6) 導水管渠
きょ

、送水管並びに配水及び給水に使用する主要な導管の配置状況を明らかに

する平面図及び縦断面図 

（追加〔平成２４年水管規程５号〕） 

（確認の通知） 

第２７条 条例第４４条の規定による通知は、御殿場市専用水道確認可否決定通知書（様

式第２２号）により行うものとする。 

（追加〔平成２４年水管規程５号〕） 

（給水開始の届出及び検査） 

第２８条 条例第４５条の届出は、御殿場市専用水道給水開始前届出書（様式第２３号）

に同条第１号の規定による水質検査（以下「水質検査」という。）の成績書の写し及び

同条第２号の規定による施設検査（以下「施設検査」という。）の検査書の写しを添え

て行うものとする。 

２ 専用水道の設置者は、水質検査及び施設検査を行ったときは、これらに関する記録を

作成し、その検査を行った日から起算して５年間、これを保存しなければならない。 

（追加〔平成２４年水管規程５号〕） 

（身分証明書） 

第２９条 条例第４８条の規定により立入検査を行う場合は、当該職員は、その身分を示

す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならな

い。 

２ 前項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書（様式第２４号）によるものとする。 

３ 条例第４８条の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解

釈してはならない。 

（追加〔平成２４年水管規程５号〕） 
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第７章 貯水槽水道 

（追加〔平成１５年水管規程２号〕、一部改正〔平成２４年水管規程５号〕） 

（簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査） 

第３０条 条例第５０条第２項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道（以下「小規

模貯水槽水道」という。）の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるとこ

ろによる。 

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。 

ア 水槽の掃除を毎年１回以上定期に行うこと。 

イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な

措置を講ずること。 

ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を

認めたときは、水質基準に関する省令（平成１５年厚生労働省令第１０１号）の表

の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。 

エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を

停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を

講ずること。 

(2) 前号の管理に関し、毎年１回以上定期に、小規模貯水槽水道の設置者が給水栓にお

ける水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検

査を行うこと。 

（追加〔平成１５年水管規程２号〕、一部改正〔平成１６年水管規程１号・２４

年５号・２７年２号・令和元年１号〕） 

附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、平成１０年４月１日から施行する。 

２ 御殿場市水道給水規程（平成２年御殿場市水道事業管理規程第１号。以下「旧規程」

という。）は、廃止する。 

（経過規程） 

３ この規程の施行の際、旧規程の規定によってなした届出、請求その他の手続きは、そ

れぞれこの規程の相当規程によってなしたものとみなす。 

附 則（平成１１年３月２９日水管規程第５号） 

この規程は、平成１１年４月１日から施行する。 

附 則（平成１１年６月２５日水管規程第１号） 

この規程は、平成１１年６月２５日から施行する。 



9/39 

附 則（平成１１年７月３０日水管規程第２号） 

この規程は、平成１１年８月１日から施行する。 

附 則（平成１２年３月１５日水管規程第５号） 

この規程は、平成１２年４月１日から施行する。 

附 則（平成１４年３月２９日水管規程第１号） 

この規程は、平成１４年４月１日から施行する。 

附 則（平成１４年３月２９日水管規程第３号） 

この規程は、平成１４年４月１日から施行する。 

附 則（平成１５年３月６日水管規程第２号） 

この規程は、平成１５年４月１日から施行する。 

附 則（平成１６年３月１日水管規程第１号） 

この規程は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則（平成１７年１０月２４日水管規程第２号） 

この規程は、平成１７年１１月１日から施行する。 

附 則（平成１９年９月２８日水管規程第４号） 

１ この規程中第１条の規定は平成１９年９月３０日から、その他の規定は平成１９年１

０月１日から施行する。 

２ この規程施行の際、従前の規定により作成した帳票は、当分の間、使用できるものと

する。 

附 則（平成２２年３月１２日水管規程第１号） 

この規程は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則（平成２３年２月２３日水管規程第１号） 

この規程は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年３月１５日水管規程第１号） 

この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年１２月１７日水管規程第５号） 

この規程は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年１０月２８日水管規程第２号） 

この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年７月２７日水管規程第３号） 

この規程は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２８年１２月２０日水管規程第４号） 

この規程は、公布の日から施行する。 
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附 則（平成３０年１１月２９日水管規程第２号） 

この規程は、公布の日から施行する。 

附 則（令和元年１２月１２日水管規程第１号） 

この規程は、公布の日から施行する。 

別表（第８条関係） 

（一部改正〔平成２３年水管規程１号〕） 

埋設基準 

埋設区分 埋設の深さ 

車道 舗装 舗装厚さに0.3メートルを加えた値以上（該当値0.75メートルに満たな

い場合は、0.75メートル以上） 

未舗装 1.2メートル以上 

歩道 0.75メートル以上 

宅地盤内 0.45メートル以上 

備考 

１ 車道の舗装の厚さが０．４５メートルを超える場合は、水道事業担当部署と協議

すること。 

２ 埋設の深さは、管の頂部と路面又は宅地盤との距離をいう。 
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様式第１号（第３条関係） 

（全部改正〔平成１７年水管規程２号〕、一部改正〔平成２８年水管規程３号〕） 

様式第１号の２（第３条関係） 

（一部改正〔平成１４年水管規程１号・２４年５号・３０年２号〕） 

様式第２号（第５条関係） 

（全部改正〔平成１７年水管規程２号〕） 

様式第３号（第１１条・第１６条関係） 

（一部改正〔平成１９年水管規程４号・２４年５号・３０年２号〕） 

様式第４号（第１２条関係） 

様式第５号（第１６条関係） 

（一部改正〔平成１７年水管規程２号・２４年５号・３０年２号〕） 

様式第６号（第１６条関係） 

（一部改正〔平成２４年水管規程５号・３０年２号〕） 

様式第７号（第１６条関係） 

様式第８号（第１６条関係） 

（一部改正〔平成３０年水管規程２号〕） 

様式第９号（第１７条関係） 

様式第１０号（第１９条関係） 

（全部改正〔平成２４年水管規程１号〕、一部改正〔平成３０年水管規程２号〕） 

様式第１１号（第２１条関係） 

様式第１２号（第２１条関係） 

様式第１３号（第２１条関係） 

様式第１４号（第２２条関係） 

様式第１５号（第２２条関係） 

様式第１６号（第２２条関係） 

（全部改正〔平成２４年水管規程１号〕、一部改正〔平成３０年水管規程２号〕） 

様式第１７号（第２２条関係） 

様式第１８号（第２４条関係） 

（一部改正〔平成２４年水管規程５号〕） 

様式第１９号 削除 

（〔平成２８年水管規程４号〕） 

様式第２０号（第２５条関係） 

（全部改正〔平成２４年水管規程１号〕、一部改正〔平成３０年水管規程２号〕） 
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様式第２１号（第２６条関係） 

（追加〔平成２４年水管規程５号〕） 

様式第２２号（第２７条関係） 

（追加〔平成２４年水管規程５号〕、一部改正〔平成２７年水管規程２号〕） 

様式第２３号（第２８条関係） 

（追加〔平成２４年水管規程５号〕） 

様式第２４号（第２９条関係） 

（追加〔平成２４年水管規程５号〕） 

 


